
 

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 

～支援策パンフレットが更新されました～ 
 

中小企業庁 令和 3年 6 月 8日 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0608 

 

  中小企業庁は、新型コロナ対策資本性劣後ローンについて、7月 1日より上限額を引き上げ

ます。それに伴い支援策パンフレットを更新しましたのでお知らせします。 

  なお、詳細につきましては、上記アドレスにアクセスしてご覧下さい。 

 

○中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業（7月 1日から変更点） 

資本性劣後ローン（中小企業向け）の上限額を、7.2 億円から 10 億円に引き上げ 

 

●新型コロナ対策資本性劣後ローン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


